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潤生園 やすらぎの家 栢山 

地域密着型通所介護・通所型サービス（介護予防通所介護相当） 

 

運営規程 
 

（事業の目的） 

第１条 社会福祉法人小田原福祉会が開設する潤生園 やすらぎの家 栢山（以下

「事業所」という）が行う、地域密着型通所介護事業及び通所型サービス

（介護予防通所介護相当）（以下「事業」という。）の適正な運営を確保す

るために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護職員等が

利用者の意思を尊重し、常に利用者の立場に立って要支援・要介護状態に

ある高齢者に対し、適正な通所型サービスを提供することを目的とする。 

 

（運営の方針） 

第２条   

(1) この事業は、要支援・要介護状態にある利用者の心身の特性を踏まえて、 

その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日 

常生活を営むことができるよう必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うこ 

とにより、利用者の自己実現を支援し、利用者の社会的孤立感の解消、及び心 

身の機能維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るもので 

ある。 

(2) 事業の運営に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サ－ビスとの 

綿密な連携を図り、総合的なサ－ビスの提供に努めるものとする。 

 

（事業所の名称等） 

第３条  事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

    (1)名 称  潤生園やすらぎの家栢山 

    (2)所在地  神奈川県小田原市曽比 1799 

 

（職員の職種、員数及び職務内容） 

 第４条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。 

《令和 8年６月 1日現在》 

  (1)管理者     １名（常勤兼務職員） 

      管理者は、事業所の職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。 

  (2)生活相談員 ２名以上（常勤兼務職員２名以上、非常勤兼務職員０名）  

      生活相談員は、利用者のサービス利用に係る調整、相談援助業務等を 

     行うとともに、自らもサービスを行う。 

また、利用者に対し日常の生活上の介護その他必要な業務等を行う。 

  (3)介護職員 ２名以上（常勤兼務職員２名以上、常勤専属職員０名以上） 

      介護職員は、利用者に対する必要な介護サービスを行う。 

  (4)機能訓練指導１名以上（常勤兼務職員０名、非常勤兼務職員１名以上）  

      機能訓練指導員は、利用者に対する必要な機能訓練を行う。 

  (5) 歯科衛生士 １名以上（常勤兼務職員０名、非常勤兼務職員１名以上） 

      歯科衛生士は、利用者の口腔機能向上サービス提供を行う。 

（利用定員） 

 第５条  事業所の利用定員は、通所介護事業・介護予防通所介護事業・第１号通

所事業（小田原市通所介護相当サービス）を合わせて１日１０名とする。 



区分：介護 潤生園やすらぎの家栢山運営規程 13 版：2026.6.1 

 

 

（営業日及び営業時間） 

 第６条  事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。 

  (1)営 業 日     月曜から土曜日及び祝日とする。 

              （年始「１月１日から１月３日」までを除く。） 

  (2)営業時間     午前８時００分から午後５時００分までとする。 

  (3)サービス提供時間 午前８時３０分から午後４時２０分までとする。 

※利用者毎の状況により、サービス提供実施時間は異なる場合がある。 

 

（事業の内容及び利用料等） 

 第７条 サービスの内容は次のとおりとし、サービスを提供した場合の利用料の額

は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、利用者負担金は、その１

割又は２割又は３割の額とする。 

  【サービスの内容】 

   《介護サービス》 

  (1)希望に応じ、適切な方法により入浴,又は清拭し、清潔を保持する。 

  (2)排泄の介助をする。おむつを使用せざるを得ない利用者についてはおむつを 

適切に交換し、快適な生活を保持する。 

  (3)着替え、整容等の介護を適切に行う。 

  (4)日常生活上の機能訓練を行う。 

  (5)その他、日常生活上、利用者が必要とする介護を提供する。 

   《食事サービス》 

      食事はなるべくご自分で「食べていただける食事」を提供する。 

なお、利用者の好みや食欲、病態に合わせて調理、工夫する。 

：食事時間は次の時間帯とする。 昼食１２：００～１３：００ 

  【利用者負担金】 

  利用者負担金は、次の４種類に分かれる。 

(1)介護報酬に係わる利用者負担金 

（通常、費用全体の１割、２割又は３割。利用者の「介護保険負担割合証」に

よる） 

(2)運営基準（厚労省令）で定められた「その他の費用」（全額自己負担） 

・食費 １食 700円 

  (3)時間延長サービス 別途契約による。 

 

(4)通常サービス提供の範囲を超える保険外の費用（実費・全額自己負担） 

    なお、（3）（4）項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族

に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名

（記名捺印）を受けることとする。 

 

（通常の事業の実施地域） 

第８条  通常の事業の実施地域は小田原市とする。 

 

（サービス利用に当っての留意事項） 

第９条  利用者は、共用施設等を本来の用途に従って、利用するものとする。 

(1) 利用者に、サービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認め

られる場合には、事業者及び従業者が施設内において、必要な措置をと

ることを認めるものとする。ただし、その場合、事業者は利用者のプラ

イバシー等の保護については十分な配慮をするものとする。 
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     (2)利用者は、事業所の施設、整備について、故意または重大な過失により 

滅失、破損汚損もしくは変更した場合には、自己の費用により原状に復 

するか、または相当の代価を支払うものとする。 

    (3)利用者は、施設内で次の各号に該当する行為を禁止されるものとする。 

     ①決められた場所以外での喫煙 

     ②従業者または他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活

動、営利活動を行うこと 

     ③その他決められた以外の物の持ち込み 

 

（衛生管理対策） 

第１０条 

   (1)事業所は、利用者の使用する施設、食器その他の設備等について「感染

症対策マニュアル」を作成し、衛生的な管理に努める。 

(2)「感染症対策マニュアル」については、研修等により従業者に周知徹底 

を行う。 

(3)事業所は、感染症が発生又はまん延しないように必要な措置を講じると

ともに、従業者については、適宜に健康診断等を実施する。 

 

（損害賠償責任） 

第１１条 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由 

により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損 

害を賠償します。 

 

（緊急時の対応） 

 第１２条 介護職員その他の従業者は、サービス提供を行っているときに利用者の

病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師及び家

族へ連絡する等の必要な措置を講じます。 

 

（事故発生時における対応方法） 

第１３条  

(1) 介護職員その他の従業者は、サービスの提供中に利用者に事故が発生し 

たときは、速やかに主治の医師及び家族へ連絡する等の必要な措置を講

じます。また、管理者の指示に従い、市町村、当該利用者の家族、当該

利用者に係る居宅介護支援事業者等に報告を行うものとする。 

(2) 事業者は、事故の状況や事故に際して取った処置について記録するとと 

もに、事故発生の原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じるもの

とする。 

 

（守秘義務又は秘密の保持） 

第１４条  

(1)従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族等に関する事項を理由な

く第三者に漏らさない。この守秘義務は契約が終了した後も継続する。 

但し、円滑にサービスを提供するために介護支援専門員（ケアマネジャ

ー）及び主治医・保険者には、書面による同意を得た上で、サービスを

提供するために必要な個人情報を提供する。 

    (2) 前項規程にかかわらず、事業者は、利用者がサービスを利用されるに

あたり、利用者の情報提供が必要な場合には、利用者または代理人の同

意を得て行う。 
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    (3) 事業者は、従業者が業務上知り得た利用者またはその家族等の秘密を

保持させる為、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持す

べき旨を従業者との雇用契約の内容とする。 

 

（非常災害対策） 

 第１５条 事業者は、非常災害に対し具体的計画をたてておくとともに、非常災害

に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。 

 

（虐待防止に関する事項） 

第１６条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するた 

め次の措置を講ずるものとする。  

(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して 

行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結

果について従業者に周知徹底を図る。 

(2)虐待防止のための指針を整備する。 

(3)虐待を防止するための定期的な研修を実施する。 

(4)前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。  

２ 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の 

家族等高齢者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発 

見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。 

 

（ハラスメントに関する事項） 

   第１７条 

(1)事業者は、休廃止などこの契約に基づくサービス提供が困難になるなどやむをえ

ない事情がある場合は、利用者に対してこの契約の解約を予定する日から１ヶ月以上

の期間をおいて、利用者に解約理由を示した書面を通知することにより、この契約を

解約することができるものとします。 

(2)前項の規定にかかわらず、利用者又はその家族などが事業者に対してこの契約を

継続しがたいほどの不信行為を行った場合は、１ヶ月以上の事前申し出の期間なしに、

この契約を解約することができるものとします。 

(3)利用者・家族が従業者に対し次の各号に掲げる行為を繰り返し行った場合におい

て、事業者が信頼関係の維持が困難と認めるときは、第１項に規定するやむをえない

事情がある場合に該当するものとして、同項の規定を適用します。 

① 身体的暴力 

 食器等を投げつける、蹴る、手を払いのける、たたく、ひっかく、つねる、首を絞

める、唾をはく、服を引きちぎる、その他身体的な力を使って危害を及ぼす行為（従

業者が回避したため危害を免れたケースを含みます。） 

② 精神的暴力 

 大声を発する、怒鳴る、威圧的な態度で文句を言う、その他従業者の尊厳又は人格

を言葉又態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為理不尽なサービスを要求す

る、理不尽な苦情を申したてる等の行為 

③ セクシュアルハラスメント 

 必要もなく手や腕をさわる、抱きしめる、ヌード写真等を見せる、卑猥な言動をす

る、サービス提供に無関係に下半身を見せる、その他意に沿わない性的誘いかけ、好

意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為 

④ この契約に基づかないサービス又は当該サービスの範囲を超えた過大な要求 
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（苦情処理） 

第１８条 利用者やその家族からの苦情等に迅速かつ適切に対応するために、事

業所に苦情受付窓口を設置する。苦情が生じた場合は、直ちに相手方に連絡を取

り、詳しい事情を把握するとともに、管理者が必要と判断した場合には、全従業

者で検討会議を行い、具体的な対応を行う。また、苦情記録、その対応を台帳に

保管し、再発を防ぐために役立てる。 

《相談窓口、苦情対応》 

   ※サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。 

・対応時間   午前８時００分～午後５時００分 

   ・電話番号   0465-39-3309 

   ・ファックス  0465-39-3304 

   ≪公的受付機関≫ 

・小田原市高齢介護課      （月～金曜日 8：30～17：15） 

   小田原市荻窪３００    ℡0465-33-1827 

・神奈川県国民健康保険団体連合会（月～金曜日 8：30～17：15） 

横浜市西区楠町２７－１  ℡045-329-3447      

≪小田原福祉会 福祉サービス相談委員会≫ 

１ 設置主体：社会福祉法人 小田原福祉会 

２ 設置場所：小田原市穴部 377 特別養護老人ホーム潤生園内 法人本部 

会議室 

３ 開催日程：毎年 4 月、7 月、10 月、1 月の第 3 木曜日 午前 10 時から 

午前 11時まで 

４ 相談委員：楊  隆子 ／岡村 悦子 ／廣澤 雄治  

 

（その他運営についての留意事項） 

  第１９条  事業所は、介護職員等の質的向上を図るための研修の機会を提供す

るものとし、また、業務体制を整備する。 

（１）採用時研修  採用後 3ヶ月以内 

（２）継続研修   年 3回以上 

（３）課題研修   必要時 

   ２ 事業所は、サービス提供に関する記録を整備し、保管する。 

   ３ この規程（または細則）に定める事項の外に、運営に関する重要事項は、

社会福祉法人小田原福祉会と事業所の管理者との協議に基づいて定めるも

のとする。 

 

   附 則 
平成１４年１２月 １日施行     平成１５年 ４月 １日改正      

平成１６年 ４月 １日改正     平成１７年１０月 １日改正      

平成１８年 ５月 １日改正     平成２１年 ２月 １日改正      

平成２１年 ４月 １日改正     平成２２年 ３月 １日改正      

平成２３年１１月 １日改正     平成２７年 ４月 １日改正      

平成２７年 ８月 １日改正     平成２８年 １月 １日改正      

平成３０年１１月 １日改正     令和 １年１０月 １日改正 

令和 ２年 ６月 １日改正     令和 ２年１０月 １日改正 

令和 ３年 ９月 １日改正     令和 ４年 ７月 １日改正 

令和 ４年 ９月 １日改正     令和 ５年１０月 １日改正 

令和 ６年 ６月 １日改正     令和 ８年 ６月 １日改正 

 


